
防
衛
省
・
自
衛
隊
か
ら
の
お
知
ら
せ

各
種
目 

自
衛
官
の
募
集

●
自
衛
官
候
補
生

・
資
格
／
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

・
受
付
期
間
／
6
月
26
日
（
金
）
ま
で

・
試
験
日
／
6
月
27
日
（
土
）

・
試
験
会
場
／
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力

本
部
庁
舎
（
和
歌
山
市
築
港
１
丁
目
14

‐
6
）

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
防
衛
省
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部	

有
田
募
集
案
内
所
（
有
田
市
宮
崎
町

1
0
6
‐
2
）　

☎
８
２
‐
６
６
３
１　

E-m
ail		w

akayam
a.pco-arita@

rct.gsdf.m
od.go.jp

国
税
税
職
員
募
集

●
受
験
資
格
／
①
令
和
2
年
（
2
0
2
0

年
）
4
月
1
日
に
お
い
て
高
等
学
校
ま
た

は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
。
令
和
3
年
（
2
0
2
1
年
）
3
月
ま

で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
者
。　

②
人
事
院
が

①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者
。

●
申
込
受
付
期
間
／
6
月
22
日
（
月
）
～

7
月
1
日
（
水
）

●
申
し
込
み
方
法
／
原
則
と
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込
み
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
（http://w

w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

）

●
試
験
日

・
第
1
次
試
験
／
9
月
6
日
（
日
）

・
第
2
次
試
験
／
10
月
14
日
（
水
）
～
10

月
23
日
（
金
）
の
う
ち
、
第
1
次
試
験

合
格
通
知
書
で
指
定
す
る
日
時

●
合
格
者
発
表
日

・
第
1
次
／
10
月
8
日
（
木
）

・
最
終
／
11
月
17
日
（
火
）

●
そ
の
他
／
採
用
に
関
す
る
情
報
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w
w
w
.nta.

go.jp

）
内
、
採
用
案
内
に
も
掲
載
し
ま
す

問
大
阪
国
税
局
人
事
第
二
課
（
試
験
係
）	

☎
０
６
‐
６
９
３
１
‐
５
３
３
１

放
送
大
学
　
入
学
生
募
集

放
送
大
学
で
は
10
月
入
学
生
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴

史
な
ど
、
約
3
0
0
の
幅
広
い
授
業
科

目
が
あ
り
、
1
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
資
料
の
請
求
な
ど
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
出
願
期
間

・
第
1
回
／
6
月
10
日
（
水
）
～
8
月
31

日
（
月
）（
必
着
）

・
第
2
回
／
9
月
1
日
（
火
）
～
9
月
15

日
（
火
）（
必
着
）

問
放
送
大
学
和
歌
山
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
３
‐
４
３
１
‐
０
３
６
０

国
家
公
務
員
採
用

一
般
職
試
験
（
高
卒
者
試
験
）

●
申
込
受
付
期
間
／
6
月
22
日
（
月
）
～

7
月
1
日
（
水
）

●
第
一
次
試
験
日
／
9
月
6
日
（
日
）

●
試
験
地
／
和
歌
山
市
な
ど

●
そ
の
他
／
受
験
資
格
な
ど
の
詳
細
は
、

人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
国
家
公
務
員

試
験
採
用
情
報
N
A
V
I
」
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
人
事
院
近
畿
事
務
局
試
験
第
二
係

　

☎
０
６
‐
４
７
９
６
‐
２
１
９
１

案 

内

◆
◆
◆

和
歌
山
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

労
働
保
険
年
度
更
新

「
労
働
保
険
」
と
は
、
労
災
保
険
と
雇

用
保
険
を
総
称
し
た
も
の
で
、
年
度
当
初

に
労
働
保
険
料
を
概
算
で
申
告
・
納
付
し
、

翌
年
度
当
初
に
確
定
精
算
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
（「
年
度
更
新
」
と
い
う
）。

事
業
場
あ
て
に
年
度
更
新
用
の
申
告
書

が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
を
作
成

の
上
、6
月
1
日（
月
）～
7
月
10
日（
金
）

ま
で
の
間
に
申
告
・
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
和
歌
山
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収

室　

☎
０
７
３
‐
４
８
８
‐
１
１
０
２

お知らせお知らせ
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